
【令和７年度】教職課程に関する自己点検・評価
 教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、本学で実施した自己点検・評価結果について公表するもの。

「○」基準を満たしている。
「△」基準を満たしているが、改善を要する事項が認められる。
「✕」基準を満たしていない。改善を要する。

評価項目 評価基準 評価実施主体 評価 改善事項の概要

1 教育理念・学習目標
教員の養成の目標を策定し、学生へ周知しているか。 教職課程運営委員会

○

言語文化学部
教職課程運営委員会

○

国際社会学部
教職課程運営委員会

○

国際日本学部
教職課程運営委員会

○

総合国際学研究科
教職課程運営委員会

○

言語文化学部
教職課程運営委員会

○

国際社会学部
教職課程運営委員会

○

国際日本学部
教職課程運営委員会

○

総合国際学研究科
教職課程運営委員会

○

言語文化学部
教職課程運営委員会

○

国際社会学部
教職課程運営委員会

○

国際日本学部
教職課程運営委員会

○

総合国際学研究科
教職課程運営委員会

○

卒業時・修了時アンケート結果における教育課程への満足度について適
切な水準を保っているか

教職課程運営委員会
△ 教職課程に関する質問項目の設定を検討する。

教員免許取得者を輩出しているか 教職課程運営委員会
○

教員就職者を輩出しているか 教職課程運営委員会
○

4 教職員組織
教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を身に付けるためのFDを
実施しているか

教職課程運営委員会
△ ＦＤの改善や追加を検討する。

5 情報公表
教育職員免許法施行規則第２２条の６に定められた情報公表が適切にな
されているか

教職課程運営委員会
○

教職志望を高めるための支援を行っているか
教職課程運営委員会

○

教職課程の履修にあたり、履修案内やガイド、シラバス等の配布物およ
び学生窓口において適切な履修指導を行っているか

教職課程運営委員会
○

7 関係機関等との連携
教育実習を実施する学校と適切に連携・協力を図り、実習を適切に実施
することができているか 教職課程運営委員会 ○

2 授業科目・教育課程の編成実施

1年間の授業を行う期間が原則として35週にわたるものになっているか

教職課程に関する授業科目のシラバスを全件、全項目について適切に入
力しているか

3 学習成果の把握・可視化

成績評価基準に則り教職課程に関する各授業科目の成績評価及び単位認
定を厳格かつ客観的に行い、組織的に確認しているか

6 教職指導

【特記事項】　該当なし
【優れた成果】該当なし
【改善を要する点】
・卒業生・修了生への満足度調査を実施しており、大学・大学院教育の総合評価では大多数の学生から高評価を得ている。教職課程に関する質問項目の設定がなく、今後検討の必要があり、自己評価を「△」としてい
る。
・ＦＤを実施しているものの、2025年度中に実施できたのは1回であり、教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を身に付けさせるためのＦＤとしては改善や追加の必要性があり、改善に向けて検討を要するた
め、自己評価を「△」としている。
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